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第３回建設委員会の概要について 

 第３回の建設委員会は、平成 30 年８月 29 日（水）に栄区役所で行われました。 

初に、第２回建設委員会等でいただいた御意見を踏まえた詳細設計後確定プラン、新しい地域

ケアプラザの名称、複合公共施設の名称の決め方、今後のスケジュールについて、事務局から説明

しました。次に、全体の説明に対する質疑応答を行い、その後、地域ケアプラザの名称について意

見交換を行いました。 

【第２回建設委員会からの主な修正内容（諸室レイアウト）】 

階数 主な修正内容 

１階 エレベーターホールについて、エレベーターを待ちやすいレイアウトに改善 

２階 プレイルームの近くにおむつ交換台がある授乳室を移動、ベビーカー置場を確保 

相談者のプライバシーに配慮するため、相談室を２階事務室の奥に配置 

３階 ３階にも給湯室を確保 

大会議室の面積を約 20 ㎡拡大し、靴の履替えスペースも２か所確保 

多目的ホールの面積を約 10 ㎡拡大し、ベビーカー置場も確保 

(調理室) ホワイトボードを可動式に変更し、殺菌庫及び食器棚を設置し、利便性を確保 

作業台を大きくし、用途に応じて３分割して利用可能な仕様に変更 
 
【主な質疑応答内容（諸室レイアウト）】 

主な御意見 回答概要 

和室は茶道ができるレイアウトとなっている

か。 

現本郷地区センターで茶道をされている方か

らも意見を伺って、茶道でも活動しやすい設

計にしました。 

大集会室にはグランドピアノを置くことが可能

か。 

グランドピアノは大きく、広い面積を占領し

てしまうため、現本郷地区センターのアップ

ライトピアノの設置を想定しています。 

下駄箱はブーツも置けるものにしてほしい。 ブーツも置けるよう検討します。 

調理室の電源を上から吊るすものでないものに

してほしい。 

電源が下にあると、コードに躓く原因になる

だけでなく、電源に水がかかると危険なた

め、調理室の床側には電源を設けないことと

しました。 

ボランティア団体が、個別に物品を置いておけ

る倉庫等がほしい。 

特定の団体が常時物品を置いておくことは想

定していません。 



【主な質疑応答内容（その他）】 

主な御意見 回答概要 

現本郷地区センターの備品は、新しい施設でも

そのまま使用するのか。全て新しいものに変え

た方がよいのではないか。 

指定管理者と協議したうえで、現備品を使用

するかどうか決めていくこととなります。 

複合公共施設の利用開始に伴い、現本郷地区セ

ンター、さかえ区民活動センターが利用できな

くなる期間があるとのことだが、どの程度か。 

現時点では、 大で１か月程度と見込んでい

ます。利用不可となる期間については、分か

り次第早急にみなさまに告知します。 
 
【新設の地域ケアプラザの名称について】 

本郷台駅前複合公共施設(仮称)は、本郷地区センター(移転)、さかえ区民活動センター(移転)、地

域ケアプラザ(新設)の合築施設です。このうち、新設の地域ケアプラザは、今後条例に規定するに

あたり、新たな名称が必要です。名称の候補として、「本郷地域ケアプラザ」「本郷台駅前地域ケア

プラザ」の２案を事務局から提示し、委員の方からそれぞれの名称について御意見をいただきまし

た。 

主な御意見 

栄区は、「豊田」と「本郷」から成り立っていて、昔から豊田・本郷と呼ばれているなか、豊田

地域ケアプラザはあるが、本郷地域ケアプラザはない。そのため、この場所にできる地域ケア

プラザの名称は、「本郷地域ケアプラザ」がよいと思う。 

「本郷」というと栄区の大半のことになってしまう。「本郷」に愛着がある方は多いと思うが、

地域性を重視すれば、「本郷台駅前地域ケアプラザ」の方がふさわしいと思う。 

なお、地域ケアプラザの名称については、委員のみなさまの御意見も参考に、今後栄区で決めて

いきます。 
 
【複合公共施設の名称について】 

 ３つの施設が入った複合公共施設について、区民のみなさまにも御意見を伺いながら、分かりや

すく覚えやすい名称をつけ、認知度向上や多世代にわたる利用者増を目指していきます。 
 

本郷台駅前複合公共施設(仮称)の開所予定について 

 平成 33 年度末から平成 34 年度にかけて開所予定です。詳細が決まり次第、みなさまへ告知しま

す。 
 

建設委員会の解散について 

 平成 29 年 12 月に設置した本郷台駅前複合公共施設(仮称)建設委員会は、設置要綱の「本郷台駅

前複合公共施設(仮称)に関連した施設内容について意見交換を行い、市当局に提言する」という任

務が終了したため、本建設委員会だよりの発行をもって解散いたします。 
 

建設委員会の資料について 

栄区役所のホームページに掲載しています。 

ＵＲＬ：http://www.city.yokohama.lg.jp/sakae/guide/machi/hongodaifukugo-/index.html 

 

 
お問合せ先 

〒247-0005 横浜市栄区桂町 303－19 栄区役所区政推進課企画調整係 

電話：894-8161 FAX：894-9127 E メール：sa-kikaku@city.yokohama.jp 


